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初期中世アイルランドにおける修道院
civitasの空間的機能とその広がり

Spatial Function and Its Area of Monastery-civitas  
in Early Medieval Ireland

木　村　晶　子
要 旨

　初期中世アイルランドの修道院は civitasとされた。修道院すなわち civitasは
様々な罪を犯した者をそのコントロール下に置いた聖域を含む周縁地に保護し
た。聖域は ₃つに分かれ，俗人が立ち入れる区域は限定的であり，またその周
りに周縁地が広がり，そこでは農業的活動が行われた。さらに修道院の周辺に
は寄進を行う俗人や施しを得る貧者が集まった。修道院は社会的核となり農村
地域の中心地となった。また聖人の祝日を祝う集会が行われ多くの人が集まっ
た。そこでは，交換取引を手工業者と農業従事者が行い，契約の締結なども行
われた。この時代のアイルランドの修道院は社会的中心となる空間を提供し，
犯罪者や貧者を含む様々な階層の俗人が集まる場であった。
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₁ ．は じ め に

　アイルランドの修道院1）の空間的機能を検証するうえで，1980年代にド

ハーティによって発表された複数の修道院都市仮説に関する論文から始ま

った議論は，検討すべき問題である。初期中世アイルランドにおける修道

院は，都市的空間であったか否かに関する問題である。この背景には，聖
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人伝中に修道院が civitasであると書かれていることがある。例えば ₇世紀

後半から ₈世紀にかけて書かれた『聖ブリジット伝（Vita Sanctae Brigidae）』

では，彼女の創設した修道院は「広大なメトロポリタン都市である」2）とい

う記述が見られる。

　しかし，アイルランドはヨーロッパの古代期から中世初期にかけて，ロ

ーマ帝国とフランク王国の支配下に入ることはなかった。そのため，ヨー

ロッパ大陸におけるような司教座教会は不在であり，それ故に司教座教会

都市も不在であった。アイルランドの修道院は，牧畜と農業的社会に存在

していた。

　これに対してドハーティによって，初期アイルランドにおける修道院は，

大陸と比較しえる都市的空間であったという仮説が提示されたのである。

彼は，アイルランドにおいて本格的な都市は10世紀以降のヴァイキング到

来以降のものとしている3）。しかし彼によれば，世俗政治の権威及び共同

体による互恵的な交換経済のいずれも集権化し，アイルランド社会におけ

る社会的，経済的，政治的組織の変化が起こった ₈ 世紀末という時期に，

都市化した修道院には様々な機能や形態が含まれていた4）。また， ₇ 世紀

から ₈世紀にかけてアイルランドの修道院は都市的性格を発展させ，古典

時代の都市の特徴の一つと同じような，聖域として区分された地域を持ち，

そこに階層化された人びとによって余剰物の交易などが行われ，旧約聖書

と古代の神聖な都市概念と，境界で行われる儀礼的測量を含むアイルラン

ド的な，王による保護を合体させた考えが修道院にはあったとしている5）。

　領主の勢力拠点にも都市的な性格が認められるようになった現在の初期

中世の都市論に従えば 6），修道院に従属した世俗の人びとであるマナッハ7）

を抱えたアイルランドの修道院にも都市的性格があったとすることができ

るかもしれない。しかし問題はその都市的性格がいかなるものであったか，

という点にある。その性格の一点である大陸における領主の勢力拠点での



― 371 ―

 初期中世アイルランドにおける修道院 civitasの空間的機能とその広がり

貨幣流通に関して，初期中世アイルランドでは貨幣が使用されていなかっ

たことが問題となる。また，ローマ時代からの連続した都市が存在しない

ことから，農村の所領と手工業者や商人の住む都市，という点についても8），

アイルランドの修道院における都市的性格を検証することができない。そ

のため，森本氏が初期中世の都市を考える上で，その空間に商人たちによ

る共同体が存在したか，という視点も9），アイルランドの修道院において

は使うことができない。アイルランドにおいてははっきりとした商人の存

在を示す史料が無いからである。さらに，大陸においてはローマ的なキヴ

ィタスがその規模を縮小しながらも，その地の司教がローマ帝国の構成原

理を引き継ぎ，都市としての空間的統一性を保っていたと一般的に考えら

れている状況も10），アイルランドにおいてローマ都市との連続性がないこ

とから，アイルランドの修道院の空間が都市的な空間となっていることを

検証することが難しい。

　初期中世アイルランドの研究者たちからも，ドハーティの修道院都市仮

説はその後多くの批判を浴びている。グラハムは都市の誕生と発展は12世

紀のアングロ・ノルマンのアイルランド東部への侵入以降としており，初

期中世の修道院は原始的都市（proto-towns）11）あるいは前都市的核（preurban 

cores）12）といったある種の集落であったとしている13）。このように，グラハ

ムは修道院に集落は存在していたとみなしているが，それを都市とは認め

ていない14）。ヴァレンテは初期中世の修道院には手工業や長距離の交易が

十分にはなかったことから，修道院都市（monastic town）という言葉は捨て

るべきとまで主張している15）。スウィフトは， ₉世紀までには完成された

『アイルランド教会法令集（Collectio Canonum Hibernensis）』16）及び考古学の視

点からドハーティの仮説を否定している。彼女によれば，教会は農場，農

耕地に囲まれていて，住人もそれと関係のある人びとであり，教会集落

（settlement）を表現する多くのラテン語には正確な訳語がなく，同時代の著



― 372 ―

者にとってはたくさんの同義語として考えられていたことが問題点として

挙げられており，修道院の敷地が構造的には世俗の権力者の敷地と変わり

がなく，civitasは初期中世アイルランドのラテン語史料においては修道院

都市ではなく，砦であり耕作地であったと結論付けている17）。エッチンガ

ムは2010年に修道院都市について再検討を行っている。彼は，修道院で開

催されたと考えらる，一般的に「集会」と訳される óenachという語をドハ

ーティが fairと訳すことによって，論拠が希薄なまま修道院を都市として

いると批判をしている。エッチンガムは，óenachとは現在では「定期市」

など経済的活動を含意する fairではなく，元々は葬祭儀礼であり初期中世

のアイルランドではより政治的な集会（political fair）であることを強調し，

ドハーティが fairという単語で次第に集会から市場へと意味を展開させて

論を進めていることを批判した。そして12世紀に至るまで，修道院は農業

を基盤として村落的特徴しか持っていないとした18）。さらに，エッチンガ

ムは早くともグレンダロッホやケルズのような大修道院に関しても，初期

中世ではなく11世紀から12世紀にかけて，おそらく「修道院都市」と推測

できる場が繁栄しただろう，としている19）。フォアストールは長距離交易

を行ったヴァイキングがアイルランド都市発展の触発者であったとしてい

て，ドハーティの論を否定している20）。

　このような修道院都市についての論争に対して都市に必要なものが何で

あるか，都市的であるか農村的であるか，といった都市論自体を批判して，

当時のアイルランド人にとって civitasがどのような存在であり，機能を持

っていたかを論じたのがマドックスである。セビリアのイシドルスによれ

ば，civitasは「多くの人びとの社会の絆によって結びつけられたものであ

り，その都市（urbis）の住人，市民と呼ばれるもの」とされる21）。これに

対してマドックスは初期中世アイルランドにおける civitasを考察しようと

した。彼女が目的としたのは初期中世アイルランドの研究者間での修道院
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都市論争で無視されたポイント，すなわち大修道院のような重要な場所が

初期中世アイルランドの修道院の居住者と共同体にとってどのような空間

であったのかを考察することである22）。彼女は『アイルランド教会法令集』

から初期中世アイルランド人の編者にとっては，civitasは司教がいて避難

所を提供する権利があり，実際には農業的性格を持つ聖域であり，道徳的

行いをすることが保証となってその地位を保っており，人びとの必要に応

じて保護と食料を提供する場でもあることを明らかにした23）。このように，

マドックスは初期中世アイルランドの修道院の「都市」ではなく，「civitas」

の社会的性格を明らかにした。一方で，彼女は多くの人びとが集まる中心

地であるとしているが 24），その多くの人びとや，修道院の空間的広がりに

ついての議論が不足している。

　そこで本稿では，初期中世アイルランドの修道院の空間的機能と，そこ

に集まる人びとについて検証することを目的とする。ただし，この検証は

キルデアやアーマーなどの大修道院に集中することになる。

　検証するために，ラテン語の史料である『アイルランド教会法令集』を

使用する。この法令集は，ヨーロッパ各地に写本が残されており，アイル

ランドだけのみならず，大陸においても大きな影響があったことがうかが

えるカノン法である。刊行本を編纂したヴァッサーシュレーベンは校訂本

Bを使用しているが，その最も古い写本で年代がはっきりとしているもの

は，カールスルーエ州立図書館にあるCod. Augiensis XVIII, ff.75－90で，お

よそ806年のものと考えられている25）。このことから，『アイルランド教会

法令集』は遅くとも ₉世紀初頭までに編纂されたもので，教会運営の実際

的な問題への教えや，魂の救済など多岐にわたる規定が述べられており，

全67巻それぞれにタイトルと， ₁巻ずつにその細かい内容のサブタイトル

の付された章が付されている。またその引用には聖書からだけではなく教

会会議の条令，聖人伝や教父の著作も見られる26）。その他に，同時代のラテ
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ン語の聖人伝，『聖ブリジット伝』，『聖パトリック伝（Vita Sancti Patricii）』27），

『聖コルンバ伝（Vita Columbae）』28）を引用する。このうち『聖コルンバ伝』

は最も古いマニュスクリプトが残っているもので，コルンバの創設したア

イオナ修道院の院長であったアダムナーンによって688年以前に作成された

現存しない原本から，同じ修道院長となったと思われる人物によって713年

以前に書かれた聖人伝であると考えられており， ₈世紀のアイルランドの

状況が最もよく分かる聖人伝である29）。さらに，聖パトリックを守護聖人

とするアーマー修道院を喧伝する目的の『天使の書（Liber Angeli）』である。

この史料は ₈世紀半ば以降に作成されたもので，天使によってパトリック

がアーマー修道院に関する数々の特権を授けられたことが主題となってい

る書物である30）。

　また，古アイルランド語の史料を使用する。その一つは『聖コルンバ伝』

を記したアダムナーンによる『アダムナーン法（Cáin Adamnáin）』31）である。

さらに古アイルランド語で書かれた修道院規約である。これは一般的に神

の僕と訳されるケーリ・デー（Céli Dé, culdeeと英語化）という修道院内の厳

格な修道士たちによって記された，『マイル・ルアンの教え（Teagasg Maoik 

Ruain）』，『ケーリ・デーの規則（Riagail na Céle nDé）』，『タラー修道院（The 

Monastery of Tallaght）』である。『マイル・ルアンの教え』は ₉世紀頃，『ケ

ーリ・デーの規則』も ₉世紀頃，『タラー修道院』は ₉世紀前半頃に書かれ

たものとされる。『ケーリ・デーの規則』と『タラー修道院』は内容がかな

り重複している。『マイル・ルアンの教え』はおそらくタラー修道院の修道

院長であったマイル・ルアンを直接知る人物を通して語られたものが書か

れていると思われる。主となる写本は17世紀のものである32）。
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₂ ．「逃れの町」33）としての civitas

2.1．キルデア修道院

　『聖ブリジット伝』にはキルデア修道院に関して次のような記述がある。

　「その周縁地では，聖ブリジットが確定された境界線で区画したのだ

が，いかなる人間の敵対者も，敵対者による攻撃も心配されない。そ

うではなく，（この）都市はそのすべての外側の周縁地によって，アイ

ルランド全土ですべての逃亡者のための，逃亡者が最も保護されると

ころである。」34）

　この記述から明らかな点は次の二つである。一つ目はキルデア修道院が

逃亡者を保護する役割を担っていることである。キルデアがアイルランド

の中で最も逃亡者が逃れるのにふさわしい場所であると喧伝しているので

ある。これがプロパガンダ的要素だとすれば，逃亡者を保護することは修

道院が担う大きな役割の一つであることが分かる。つまり，キルデアはア

イルランドの中で逃亡者が最も保護される場所である，この理由によって

キルデア修道院はアイルランドで最も偉大な修道院である，という主張な

のである。聖人伝は単に修道院内で読まれただけではなかったであろう。

おそらく ₉世紀に書かれたと考えられる『聖ブリジット伝（Bethu Brigte）』35）

はその記述のおよそ ₄分の ₃が古アイルランド語で書かれており，修道院

従属民であるマナッハや聖人崇敬のために集まった人びとにブリジットの

伝記が読まれたことが想定されえる。そうであるならば，修道院が追われ

る人びとにとって逃げ込む場所として最良の空間であったことを人びとも

知っていたであろう。

　二つ目は，逃亡者は境界線の外である周縁地にいるらしいことである。
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境界線が聖域とそれ以外を分けるものだとすれば，聖域のみならずその外

側までも修道院がコントロールを及ぼしていることを表しているといえよ

う。聖域だけでなく，その周縁地でも修道院が保護するべき者に危害が加

えられることを許していない，という点も注目すべきである。周縁地が「準

聖域」といった機能を有していた可能性があるからである。このように，

キルデア修道院は逃亡者を保護する機能を有し，またそのコントロール下

にあった修道院の周縁地に，何らかの理由によって逃亡せざるをえない人

びとが多寡は分からないながらもいたことが明らかである。なお，聖域に

ついては後述する。

2.2．『アイルランド教会法令集』

　修道院が逃亡者を保護することは，『教会法令集』の28巻にも規定されて

いる。この巻は「逃亡者の civitasについて」36）というタイトルが付され，全

14章からなる。28巻が引用しているのは，まず聖書の記述であり，14章の

うち ₆章がこの範疇にある37）。 ₁章はヨシュア記から， ₂章は出エジプト

記と申命記から， ₆ 章は民数記から， ₇ 章は出エジプト記と申命記から，

₈章は歴代誌から，13章は民数記からの引用である。このように，聖書か

らの引用はすべて旧約聖書からの出典である。また，その記述は多少の相

違はあれウルガタ聖書のラテン語記述とほとんど同じである。

　また， ₄章， ₅章，10章，12章，13章，14章にはヒエロニムスやアウグ

スティヌス，ナジアンゾスのグレゴリオスといった教父の著作からの引用

も見られる。同時に， ₆世紀のアグド教会会議からの引用が ₃章及び ₉章

に，オルレアン教会会議からは11章に，そしておそらく第 ₁パトリック教

会会議の決定も用いられている38）。第 ₁パトリック教会会議はアイルラン

ド独自の史料であり，その特徴は悔悛の記述が主であることである。第 ₁

パトリック教会会議の14章の記述と，『教会法令集』28巻10章の「パトリッ
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ク」の名が付された後半部分の記述は，ほとんど同じことから10章は第 ₁

パトリック教会会議からの引用あることが明らかである。そこには殺人者

の悔悛について述べられている39）。

　教会が保護するのはどのような者たちであるか。まず，逃亡者が意味す

るのは殺人を犯した者であり，とくに故意によらずに人を殺してしまった

者についての記述が ₂章， ₅章， ₆章で書かれている40）。故意ではない殺

人を犯した者は ₇年間の贖罪が規定されている41）。故意に殺人を犯した者

は ₇年間の贖罪または ₁年間の贖罪という記述がある42）。 ₇年間の贖罪を

規定しているのは教父であり， ₁年間の贖罪を規定しているのはアイルラ

ンド由来の第一パトリック教会会議である。しかしまた，故意による殺人

者を保護する必要がないという規定も見られる。「血に汚れた罪人たちを教

会は守らない」43）という記述が12章にある。だが，11章には「殺人者，姦淫

を犯した者，盗人について，もし教会に逃亡したならば，教会法が規定し，

ローマ法が定めたことを私たちは守るよう定めるが，教会の敷地あるいは

司教の家から彼らが遠ざけられることは完全に許されない」44）という記述が

あり，殺人を犯した者を保護するべきともされている。ここから，『教会法

令集』が規定した，教会が保護すべき者は，殺人者，姦淫をなした者，盗

人で教会に逃亡した者であったことが分かる。

　上述のような「教会の敷地」や「司教の家」という記述，「人を殺した者

は教会の土地からすぐに追い払われることのないように」45），「世俗の罪人

を教会は去らせるのではなく，（罪人は）その中心地で守られ，満足で包ま

れるべきである」46），「故意でなく殺人を犯した者は， ₇年の贖罪の間，教

会の共同体に迎え入れられる」47）という記述から，逃亡者を保護するのは

具体的には修道院であり，それが建っている敷地であり，そこの人びとで

あることが分かる。一方で ₂章のタイトルには「逃亡者の civitasが保護す

る者たちについて」48）とあり，さらに修道院は逃亡者が「逃亡者の civitas
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の囲い地の内側で」49）殺されることなく，またそこで十分な生活が送れるよ

うに配慮するべきことが記述されている50）。つまり，『教会法令集』では，

逃亡者を保護するのは修道院である，という記述と，civitasである，とい

う記述が混在しているのである。ここから，逃亡者の civitasが修道院と同

義であることが窺える。

　逃亡者が保護される場所が上述のように教会の敷地であり，その中心地

であり，囲い地であり，それらが聖域を表しているとすれば，『聖ブリジッ

ト伝』とは違って，保護されるべき逃亡者は聖域内に留め置かれる場合が

あったことを表している。これが，聖域内での復讐としての殺人の禁止を

意味しているとすれば，修道院の聖域，あるいは『聖ブリジット伝』の記

述からはそのコントロールの及ぶ「準聖域」的地域全体がアジールとして

機能していたことを意味する。

　実際に，修道院は殺人者の一時的避難所として機能していたことが，『聖

コルンバ伝』 ₁巻36章からも明らかである。その内容は，フィンドハーン

というどこであるか同定されていない修道院の創設者が，南イー・ネール

の王で「タラの覇王」であったディアルマッド・マック・ケルバイル（Diarmait 

mac Cerbaill, ‡565）を含めた複数の殺人を犯した，アルスターの王アード・

ドゥブ（Áed Dub, ‡588）を，自らの修道院へ巡礼者として迎え入れ，さらに

司祭に任じる話である51）。聖コルンバが非難するのは，司祭叙任の方法で

あり，殺人者を司祭に任じることや修道院が保護することについては何ら

糾弾の姿勢を見せていない。

　この箇所でさらに一点，重視すべきことは，巡礼者として迎えられたと

いう内容であり，殺人などを犯した逃亡者が巡礼として保護を求めて修道

院にやってきた可能性もある。また，当時すでに巡礼者が修道院を訪れて

いたことも推測されえる。つまり罪を犯した者あるいはそうでない者も含

めて，巡礼者が初期中世アイルランドに存在したらしいことが認められる。
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　中世都市すなわち初期中世の大陸の civitasは司教座教会を有する集落で

あったことをアイルランドの教会人たちが知っていたことは間違いない。

しかしだからといって，アイルランドの史料における civitasを集落であっ

たかどうかと論じるべきではない。アイルランドの修道院が自らを「逃亡

者の civitas」と任じる理由には，それがその地域で最も権威ある修道院で

あることを示すためであり，civitasは逃亡者を保護する場である，という

概念をアイルランドの修道院は利用したのではなかろうか。つまり，自ら

の権威を顕示する目的で自らを civitasと呼んだと考えるべきである52）。だ

からこそ，修道院が「逃亡者の civitas」であるとする根拠は，旧約聖書や

教父からの引用が主となっており，旧約聖書の時代からの伝統を継承する

ことでキリスト教世界においての正当性を示したのである。

　『聖ブリジット伝』における聖域についての記述によって，修道院は建物

の周囲にある種の「空間」を構築していた可能性が示されていることは上

でも述べた。そこで，この空間とはいかなるものであったのかを検証する

ことによって，修道院と周りの空間にどのような機能があったのか考察し

ていく。

₃．聖域と周縁地

3.1．ケーリ・デーと貧者

　修道院の周辺の空間には逃亡者だけでなく様々な身分の者がいたと思わ

れる。『アダムナーン法』の36章に述べられているように，「教会の前の緑

地より向こうの敷地内（で起こった犯罪に対して）は，教会へ半額の賠償支

払い。どのような地位（の者に対する犯罪）であれ，傷害，窃盗，放火につ

いては，教会へ全額の賠償支払い」53）とあり，教会の敷地内あるいはその外

側の周縁地に様々な身分の人たちが集っていたことが分かる。このような

様々な身分の中には，貧者が含まれていた可能性がある。これはケーリ・
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デーと呼ばれる人たちが問題視してきたことから明らかである。

　「神の僕」，ケーリ・デーは，厳しい修道生活を送る個々の修道士たちの

総称である。これまで彼らは ₈世紀後半に誕生した改革者のグループとし

て認識されてきた54）。その根拠は，彼らの思想が反映されている史料，『マ

イル・ルアンの教え』などに，彼らが他の修道院をこの時代に世俗化し堕

落したとみなして批判する記述が見られることであった。たとえば『マイ

ル・ルアンの教え』35章には，「善い生活を送っていないことで知られてい

る古い教会の聖職者たち」55）という記述が見られる。しかし，「改革者グル

ープ」であることに疑問が提示され，フォレットが詳細に検証することで

彼らは「改革者グループ」ではないことを明らかにした56）。

　『タラー修道院』 ₄章にも同じように「古い教会」57）の人びとが厳格に務

めを果たしていない，という記述がある。しかしこれをケーリ・デーの改

革運動の及んでいない教会に対しての改革を呼びかける記述として解釈す

ることはできない。『マイル・ルアンの教え』や『ケーリ・デーの規則』，

『タラー修道院』のいずれも「古い教会」の批判よりもその大半を占めるの

は，厳格な生活と悔悛を求めることであり，厳格な生活を求める修道士が

個人的に従うべき指針が書かれていると解釈するべきであろう。 ₈世紀中

頃までにまとめられた現存しない年代記を基に15世紀末から16世紀初頭に

書かれた『アルスター年代記』58）では，921年にケーリ・デーたちが住んで

いた住居が破壊から免れたという記録があり，アーマー修道院には920年頃

までにケーリ・デーたちの教会が建てられていたことが分かる59）。それゆ

え，他の修道士たちの中で特に厳格な生活を行い，彼らだけのその生活を

守るための建物を与えられていた修道士たちがいた，と考えるべきである。

『マイル・ルアンの教え』の17章では毎夜ヨハネの福音書と使徒行伝を読む

べきこと60），18章には一人で詩編を読むべきこと61），19章には自らの職務

は自分だけで行うべきこと62），20章では遅れることなく告解をなすべきこ
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と63），21章と22章には贖罪の重要性が説かれている64）。

　さらに重要なのはケーリ・デーであろうとする修道士たちは極力世俗の

人びとから離れようとしていることである。『マイル・ルアンの教え』12章

では，世俗的な事柄から離れて宗教的生活に集中すべきことが指示されて

いる65）。彼の弟子の一人が，マイル・ルアンに自らを律するのに正しいこ

とは何かと尋ねた時の，マイル・ルアンの言葉は次のようである。

　「『私はあなたに命ずる。』と彼は言った，『あなたが慣れ親しんだ場

所につねに留まっているように。世俗的な論争に手を出さないように。

いかなる者とも共に裁きの場や集会に行かず，いかなる者のためにも

弁護をなさず，祈りと沈思に中で朗読しなさい。そして教えの中に（い

なさい），もしあなたから教えを受けることを望む者がいるならば。』」66）

　このように，自分が所属している修道院から離れることが禁じられ，ま

た世俗的な事柄を極力避けることが，ケーリ・デーとして自らを律する方

法であるとされている。これは，『パトリックの規則（Ríagail Phátraic）』67）に

従って世俗の人びと，特にマナッハへの司牧を義務として行った修道士た

ちとは一線を画した立場といえる。

　また，『ケーリ・デーの規則』44章では，自らの土地から去ることを禁止

する旨が書かれている。「だれでも自らの土地を捨てる者は，天にいますパ

トリックの否定者であり彼がアイルランドにもたらした信仰の否定者であ

る。」68）アイルランドではキリストの教えに倣い，自らの土地を去って宣教

をすることが聖職者にとって重要な意味を持っていた69）。聖コルンバはヘ

ブリディーズ諸島の小島，アイオナに修道院を造り現在のスコットランド

を中心に宣教を行った。聖コルンバヌスは大陸に向かい多くの修道院を創

設し宣教を行った。しかしケーリ・デーである修道士たちは自らの土地を
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離れることを禁止されているのである。この規律からも，他の修道士たち

とは一線を画した性格を持ったケーリ・デーたちの姿勢が分かる。このよ

うに，世俗の事柄を極力避け，自らを律するために祈り，厳格な生活を送

り，悔悛をすることを熱望する個々の修道士たちが，ケーリ・デーという

呼称をえた人びとであった。

　しかしケーリ・デーが世俗の人びとへの関心を示す記述もあることが本

論で重要となってくる。『マイル・ルアンの教え』には，世俗の人びとから

いかなる寄進を受けてもいけない，という規律が30章に見受けられる70）。

同様の内容が105章にもあるが，受け取ったものをどのようにするかについ

ての教えもここに含まれている。

　「彼は俗人からいかなる寄進も受け取ることがたやすいとは思わなか

った。それらを貧者に与えるために受け取る者もいる。なぜなら俗人

たちはそれらを貧者に与えようとしないからである。俗人たちは天国

へ行くのに彼らの懺悔を聞いてくれる人に何かを寄進することで十分

であり，彼らの懺悔を聞いてくれる人がそれ以後彼らに命じてくれる

と考えている。しかし，その目的が完全者たることであるためには（そ

のような寄進を受け取らない方が）より良いだろう。」71）

　ここでは，世俗の人びとと接触して寄進を受けることは極力避けるべき

であるが，貧者に与えるならば受け取ることもやむなし，としている。ケ

ーリ・デーたちは，上述のように自らの修道院から離れることを嫌い，世

俗との接触を可能な限り避けることで自らの宗教的生活に没頭した人びと

であった。しかし，貧者に施しをすることは可能であったのである。ケー

リ・デーたちは自らの修道院から離れることが許されていなかったことか

ら，彼らが居住した修道院の周辺に，彼らに懺悔を行い，寄進をなした俗



― 383 ―

 初期中世アイルランドにおける修道院 civitasの空間的機能とその広がり

人がおり，さらにその受け取った寄進を求める貧者がいた可能性を示して

いる。つまり，修道院の周辺に彼らから施しを受けるような貧者を含めた

様々な身分の俗人がある程度いたことが推測されえるのである。

3.2．聖域と聖域の周縁地

3.2.1．俗人の立入可能地域

　俗人たちは修道院のどこにいたのであろうか。それを検証するために，

教会側がどのように聖域を規定したかを見る必要がある。これについては

『教会法令集』44巻「神聖にされた場所について」72）の ₅章「聖なる場所の

境界の数について」73）に記述がある。

　「聖なる場所のまわりに四つの境界を設ける。最初（の境界），そこに

は俗人と女性が入る。他（の境界），そこには聖職者のみ行く。最初の

ものは sanctusと呼ばれ，二つ目のものは sactior，三つ目のものは

sanctissimusと呼ばれる。四つ目を指し示す名前は無くなってしまっ

ている。」74）

　この記述から，聖域は大まかに分けると三つであり，一つには俗人が立

ち入ることが可能であるということである。この区域では「聖なる」を意味

する形容詞が原級（sanctus）であり，聖域としてはもっとも神聖さが緩い場

所，といえる。対して聖職者や修道士が立ち入れる場所は比較級（sanctior），

最上級（sanctissimus）が使われ，より神聖であることが示されている。この

三つの場所は，sanctissimusを中心に同心円状に広がっていたと考えられ

ている75）。『教会法令集』の編纂版には採用されなかった別の版では sanctus

には「殺人を犯した者，姦淫を行った俗人が許しと慣習によって中に立ち

入ることを我々は禁止しない」76）とあり，ここが，逃亡者たちが立ち入るこ
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とができる保護されるべき聖域であった可能性も示唆されている。この版

では sanctissimusのみが，俗人が立ち入ることができず，sanctiorは不品

行でなければ俗人が立ち入ることができるとされている77）。

　このように，教会は聖域を区分しており，俗人が立ち入ることができる

空間と，できない空間を分けていた。しかし，sanctusまでにせよ，sanctior

までにせよ，貧者を含む様々な俗人たちが修道院の中心部にかなり近いと

ころまでやってきていたことが分かる。その中には，ケーリ・デーたちに

懺悔をなす者や施しを求める人びとがいた。同時にそこには犯罪者も含ま

れており，教会は様々な事情を持つ人びとが集う場所ともなっていたので

ある。

3.2.2．周縁地

　上記のような聖域の外側には周縁地が存在していた。このような地域は

修道院の周りには普通あったようである。「その周縁地（suburbanis）ととも

に逃亡者の civitas全体が置かれている」78）という記述が『教会法令集』に

ある。同法令集では，前述のように逃亡者の civitasが修道院を指している

ことから，修道院の周りにこのような土地が拡がっていたことが示されて

いる記述である。この「周縁地」という単語は本稿 ₂章冒頭の『ブリジッ

ト伝』にも見られ，そこではここで安全に逃亡者たちが保護される旨が書

いてあったことに留意すべきである。

　この土地は実際にどのような機能を持っていたかのだろうか。 ₉世紀頃

まとめられた『オエングスの殉教者暦（Félire Óengusso Céli Dé）』の聖フルサ

の記述に付されたやや後世の註には，「奉仕のための土地（ferand fognuma）

とともに都市（cathair）全体が神とフルサに明け渡された」79）という記述が

見られる。この史料中の cathairは修道院及び都市を意味し，おそらく修道

院 civitasを意味していると考えられる80）。ferand fognuma（辞書では ferann 

fognama）は『アイルランド語辞典』によれば「特別な目的に指定された土
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地，修道院を支えるための土地」81）という意味がある。修道院を支える奉仕

のための土地とは，おそらく修道院で生活する人びとの食料の供給地の一

つである。また，クロンマックノイス修道院の創設者，聖キアランの聖人

伝には，彼の飼っていた豚がその周縁地から（de suburbia eius）盗まれる逸

話がある82）。ここから，農地であったことが窺われよう。このような農地

である周縁地で実際に農業に携わっていた人びとは，修道士やマナッハで

あったと推測される。だが，逃亡してきた者たちや，貧民のような修道院

の保護を求めてきた人びとが，代わりに奉仕を行っていた可能性もあった

ろう。このように，周縁地とは修道院の修道士たちを食料の面で支える農

業的な性格を持った土地であり，人びとが多く集まった場所でもあった。

3.2.3．修道院に集まる人びと

　修道院に集まった人びとが聖域内にまでいたのか，周縁地に留まってい

たのかは分からないが，興味深いのは次の『聖ブリジット伝』の記述であ

る。

　「そして，もしそこ（キルデア）を，周囲がいかなる壁によっても囲

まれていないゆえに civitasと呼ばれることが正当であるならば，私た

ちが語っているこの修道院のもっとも素晴らしい美しさとこの civitas

の数え切れない奇蹟を言葉によって語ることができるのである。（そし

て）数えられない人びとがその（キルデア）中に集まり，また civitasは

多くの人びとがそこに集まるゆえにその名前を得ていることから，そ

こは広大でメトロポリタンな civitasでなのある。」83）

　この記述は，非常に多くの人びとが集まっていることを喧伝している。

それによってキルデアは自らを civitasであるとしている。それゆえ多くの

人びとが集まってくることはキルデアが大修道院であることの証左として
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述べられていると考えるのが自然であろう。また，「メトロポリタンな」と

いう形容も，「大きな」という意味であると同時に，大陸における大司教座

的な存在，すなわちアイルランドでも ₁，₂を争う修道院であることを主張

していると推測できる。

　さらに非常に興味深いのは修道院を囲む壁が無く，いかなる人びとにも

開けた修道院であるという記述である。そしてそれも civitasとしての証左

となっていることである。つまりキルデアの非常に多くの人びとはブリジ

ットを崇敬する目的の巡礼者である可能性が高く84），さらにその中には近

隣の俗人あるいはマナッハたちも含まれたであろう。周縁地には逃亡した

人びともいた。キルデア修道院には，様々な俗人たちが崇敬のために集ま

り，さらに逃亡者が保護され，そしておそらく貧民たちも集まるような空

間が形成されていたといえよう。

　『天使の書』にもキルデア修道院同様にアーマー修道院を civitasである

とする主張が見られる。「すべての自由な教会と教会の地位をもつ civitas」85）

という記述では，アーマー修道院はそれらの娘修道院を中心とする連合の

長であるとされている。ここから，アーマー修道院だけでなくその娘修道

院も civitasであったと認識されていたことが分かる。

　この両者の史料からは，その創設聖人もしくは守護聖人の崇敬のために

人びとが多く集まることが都市の証拠であったことが分かる。また，「教会

の地位を持つ civitas」という記述はアイルランドの修道院が大陸における

司教座都市を意識した可能性を示している。チャールズ＝エドワーズによ

ればポスト・ローマ期には有力な修道院を都市（civitas）と呼ぶことが増え，

司教がいることが civitasを意味するという考え方があった86）。

　すなわち，すべてとはいえないながらも，人びとが数多く集まる修道院

があったのである。そこには人びとが常態的に居住する場である必要性は

問われてはいない。論拠とする聖人伝が，プロパガンダ色が強いとはいえ，
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聖人崇敬が盛んとなって以降はキルデアやアーマーのような大修道院に様々

な人びとが多く集まったことを疑うことはできない。

　また，修道院の周縁地に住む農業に従事しない人びともいた可能性があ

る。『アルスター年代記』では，912年に「アーマーのラースの多くの住居

が不注意から焼失した」87）という記述がある。 ₈世紀から ₉世紀に関して，

修道士が居住していたことは間違いない。また同時に，少なくとも俗人の

手工業者の家々が修道院に隣接する形であったことが考古学的に明らかで

ある88）。手工業に関しては修道院にある様々な工芸品，たとえば金属細工

された聖遺物箱などからもそれを専門とする人びとがいたと推測可能であ

る。また，不定期ながらも巡礼として滞在していた人びとがいた可能性が

ある89）。

　周囲に集まってくる人びとの数の多寡はあろうが，いずれにせよ修道院

には立入の制限された聖域とその周囲に俗人が集まる，という状況があっ

たことは確実である。俗人には様々な身分の人びとが含まれ，その中には

修道院に奉仕する人びともいた。彼らの暮らす住居もあった。この状況は，

北西ヨーロッパにおける「修道院ヴィクス」との類似性を主張することが

可能であろう。修道院ヴィクスとは，フルヒュルストによれば，修道院の

そばの定住地で若干の都市的特徴を持ち，専門ごとにまとまって住んでい

る手工業者などがいた「都市」の一種，とされている90）。また，ヴィクス

は手工業者だけでなく農民も含んだかなりの数の人びとを抱えた定住地で

あり，時には防備施設をも備えていた場所であったとも考えられている91）。

ここから，アイルランドには大陸に比べれば小規模ではあるが修道院ヴィ

クスの一種があった，と考えることもできる。しかし本稿でより重要なこ

とは，修道院はアイルランド社会において，様々な人びとが様々な理由に

よって集まる空間を形成し，提供していたことである。少なくともアイル

ランドでは修道院は人びとの集合する「核」を形成し，「社会的中心地」と
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しての特徴を備えていた。これがアイルランドにおける civitasなのである。

　次章では，このような civitasでどのようなことが実際になされていたの

かという問題を検証する。

₄．集会と交易

4.1．集会（óenach）

4.1.1．世俗の óenach

　同時代史料によれば，óenachはトゥーアスの小王が開催する義務のあっ

た「集会」であったとされる。「王がトゥーアス（の人びと）のために行使

するに正当な支出は三つある。óenach，（トゥーアスの）統制のための集会

（裁きの場），境界への（軍隊の）招集（である）」92）という記述が，₈世紀初め

頃に成立したアイルランド古法の一つ93），『クリース・ガブラッハ（Críth 

Gablach）』36章に見られる。óenachは王や伝説的な英雄的存在の墓地がそ

の開催地であり元は弔いのための競技会であったが，なによりも王権の権

威が表明される場としての機能を持っていた94）。óenachの開催地が墓地で

あり，そこが重要な場であったのは，とくに大きな墓地は複数の共同体の

集合地であり，葬儀や祝祭，調停，贈与を通した提携などが行われる場と

してもともと機能していたことによる95）。教会人も墓地を，儀式を行う場

所として認識していたと考えられる。『聖パトリック伝』によれば，パトリ

ックと彼に従う者たちが埋葬地で復活祭の儀礼を行ったとされている96）。

　óenachの目的は，競馬を含むスポーツ競技の開催であった。スポーツ競

技の中には現在のハーリングといわれるホッケーに似たアイルランド独特

の球技が含まれている可能性がある。アイルランドの英雄伝説の主人公，

クー・フーランが少年時代にスティックでボールを打つゲームを行ったこ

とが語られている物語がある97）。その他に，個人的協議では解決されなか

った事例に関する協議や和解をすることもあった98）。またビンチーによれ
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ば，共同体のための何らかの責務も行われていたとされる99）。óenachは人

びとが楽しむ場であり，王がその権威を示す絶好の機会であったのである。

　óenachの開かれる場は暴力行為が一切禁じられる空間であり，時に聖人

の聖遺物が提示され聖別されることもあった。おそらく ₉世紀頃に編纂さ

れたと考えられている古アイルランド語による『三部のパトリック伝（Bethu 

Phátraic）』では，パトリック自身がテルタウンの óenachが開催される地を

聖別した，とする逸話があり「そしてパトリックはテルタウンの óenachの

免責地を祝福したがそれはそこから死体が運ばれることがないようにであ

った」100）と書かれている。おそらく，実際にパトリックが óenachの行われ

る場を聖別し祝福したことを表しているのではなく，パトリックを守護聖

人とするアーマー修道院が聖人の権威を示すものとして聖遺物をその場に

運び，その空間を祝福したことを表している。

　また，「ラース・アイルシールでの óenachでのドンハズ・マック・ドヴ

ナル（Donnchad （Midi） mac Domnaill, ‡797）によるキリストの錫杖とパト

リックの聖遺物の辱め」101）「テルタウンの óenachがその高台で聖マックク

イリンの聖遺物箱と聖パトリックの神聖なるもののゆえに論争が起こり

……」102）という，óenachに聖遺物が実際に提示されていたことを示す記述

が『アルスター年代記』にある。高台（foradhai = forad）は大多数が土で作

られた丘のようなもので，おそらく主催者である王が位置する王座のよう

な働きを示していたと考えられる103）。聖遺物やアーマー大修道院の司教も

この場にいたと解釈するならば，óenachの開催には世俗の王権だけではな

く教会の権威の後ろ盾もあったことを示唆している。教会の権威を示すも

っとも分かりやすい行為が，聖人の聖遺物をその場に提示し聖別の儀式を

行うことであったからである。しかしなぜこのような行為が必要であった

のか。

　その理由は óenachの場で争いごとが起こったことが多かったからであろ
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う。『アルスター年代記』717年には「フォガルタッハによるテルタウンの

競技会での争い，そこでルバの息子とドゥブ・スレイヴェの息子が死ん

だ」104），「ドンハズによる競技会での争い」105），「ドンハズの息子コンホボー

ルによる……テルタウンの óenachの争い，そして多くの者たちがそこで死

んだ」106）などとある。王がその権威を示す場であり，教会側による祝福に

よって免責地となった場においても争いが絶えなかった状況がここから見

られる。また，同じ『アルスター年代記』では「これに対する正当で十分

な理由はなかったにも関わらずテルタウンのóenachは開催されなかった」107）

とある。しかし一方で，このような騒動を抑え，平和理に集会を開催しえ

ることで，それを開催した王とそれに祝福を与えた教会はその権威を人び

とに示すことができたともいえよう。

4.1.2．óenachと聖人の祝日

　このような世俗の óenachは修道院でも開催されるようになった。たとえ

ば『アルスター年代記』には，「ブレーガ南部の王，アイリル・マック・フ

ェルグッサ（Ailill mac Fergusa, ‡800）はルスカの聖マッククイリンの祝日で

落馬し即死した」108）とある。これはóenachでの出来事であると考えられる。

落馬による即死というのはおそらく競馬が行われていたことを示すと推測

されえるからである。またその開催場所はルスカ修道院あるいはその近く

であった。『聖コルマーン・エラ伝（Betha Cholmain Eala）』25章では，「私自

身がフィール・ケル（の人びと）の地域に遺言する，彼らが私に絶えず応じ

ない時，また私の óenachを開催しない時，彼ら自身に何が非常に危険にな

るだろうか。」109）という詩が見られる。この詩で問題となるのは，óenach

という語が使われているにもかかわらず，世俗で開催された óenachと同じ

と考えることが可能かどうか，という点である。『アイルランド語辞典』に

よれば，óenachはこれまで記述してきたように，競馬などを行い，協議や

和解のような世俗権力の権威の提示の場としての集会の意味が第 ₁義であ
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る。しかし，そこから発展して第 ₂義として，人びとが集まる場のことも

óenachは意味していたのである110）。そこから『聖コルマーン・エラ伝』の

「私の óenach」が意味することは，óenachが聖人の祝日を意味する語とし

て代用されていると推測できる。つまり，創設聖人の祝日に多くの人びと

が修道院に集まり，ミサなどが執り行われたことを示しているにすぎない，

と解釈すべきである。そしてそのような日に，世俗の óenachのような活

動，つまり競馬や競技なども行われた可能性を考えるべきなのである。

　聖コルマーン・エラの óenachで争いが起こった事例が『アルスター年代

記』に記述されている。827年に「ムイレダッハによる……コルマーンの

óenachの争い，そして非常に多くの者たちがそこで死んだ。」111）これにつ

いてチャールズ・エドワードは聖コルマーン・エラの祝日が ₉月26日であ

り，またその ₁週間後の10月 ₃ 日は彼の生誕日であり，おそらくこの二つ

の祝日を挟んだ ₁週間にóenachが開催されたのではないか，としている112）。

　修道院での聖人の祝日としての óenachは教会墓地で行われた可能性があ

る。 ₈世紀から ₉世紀にかけて大半の俗人が教会墓地に葬られた113）。さら

に従来の世俗の óenachの開催される場が先祖や伝説的人物の墓地に関わる

地であることから，修道院の創設聖人が埋葬され，また人びとの親類，あ

るいは先祖などが埋葬されるようになった教会墓地は，óenachすなわち聖

人の祝日を祝う集まりの開催場所としてふさわしかったといえる。

　このように，修道院における óenachは世俗の óenachの伝統を取り入れ

ながら聖人崇敬の場として，地域の俗人を集めることができる空間を提供

したのである。移動の制限がされていただろう自由農民である俗人たちに

とっては，修道院の権威の下で様々な人びとに会う機会でもあり，同時に

何らかの取引を行う機会でもあった可能性がある。契約を執り行うのに教

会墓地は聖人を証人とする上で重要な地であった114）。契約で成り立つ婚姻

の取り決めなども行われた可能性は大いにあろう。そして余剰生産物の交
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換のような取引もここで行われたと考えることもできるのである。

4.2．交換取引の場としての修道院

　上述のようにアーマーなどのような大修道院には直接農業に従事してい

ない手工業者も居住していた。このような人びとと農業従事者との間の交

換は大いにありえたであろう。その経済的規模は大きかったとはいえない

ながらも，交換取引がなされる可能性はあった。修道院で交換取引が行わ

れたとすれば，商人の存在も推測されえる。初期中世アイルランドでは貨

幣経済は発展していなかったが，『アダムナーン法』38節に，保証物として

「銅または銀」115）を渡す，という記述があることから，物々交換の域を出た

取引の存在があったとしても不思議ではない。このように，修道院には交

換の場を提供する機能があったと推測されえる。

　またこのような機会に人びとが集まる修道院では，人びとが規律を守り

生活する修道士を見たり，信仰の指針を仰いだり，新しい農業技術を会得

する機会もあっただろう。このような状況で，修道院は人びとにキリスト

教的「秩序」とその結果による「教え」が現れる空間でもあった。すなわ

ち，聖人を崇敬するために修道院に集った多くの人びとがお互いに交流し，

交換取引を行い，また修道院によって信仰の秩序が垣間見える空間を修道

院は人びとに提供したのである。デュビィは，初期中世における都市はそ

の経済的，空間的，人口的規模では規定できない場と考えるべきで，「都

市」を規定するものは，その領域や人口のような規模の大小ではなく，そ

の政治的機能であり，その周辺に秩序を提示する中心地であるとする116）。

このような機能が初期中世アイルランドの修道院にもあり，それが当時の

アイルランドにおける civitasだったのである。
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₅ ．総 括

　初期中世アイルランドには，大陸的な都市は存在していなかった。しか

し周辺地域の中心地としての修道院は，社会における様々な機能を持った

空間だった。つまり，罪を犯した者にとってはアジールとなる逃亡者の

civitasであり，貧者が施しを求めて集まる空間であり，祝日に世俗の有力

者を初めとした様々な人たちが集まってくる社会的中心地の代表的な空間

であった。その空間の広さは修道院を中心とした聖域と，その農業的な性

格を持つ周縁地であり，両者を修道院がコントロール下に置いていた。以

上のような機能とその空間が当時のアイルランドに生きた人びと，特に教

会人にとってのアイルランドにおける civitasだったのである。

　このように解釈することによって，ローマ帝国版図外であったアイルラ

ンドにもアイルランド独自の civitasという空間があり，その空間を提供し

たのが修道院だったことが分かった。その際に重要となったのは聖人の祝

日に世俗の祭儀であった óenachの機能を持たせることによって，世俗の人

びとにとっても親しめる空間としたことは大きな意味を持つ。当時のアイ

ルランドの修道院はキリスト教がアイルランドに導入される以前からの慣

習を取り入れることによって，アイルランド社会に根付いた。そして，宗

教的な理由以上の意味で人びとの生活の中心地の一つとなるほど修道院は

発展していたのである。そのような意味で，修道院は当時のアイルランド

社会における重要な空間だった。
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